
第13号六本木三丁目児童遊園周辺地区
整備検討会ニュース

令和６年７月発行　港区

■日時：令和６年６月24日（月）
　　　 18：30～20：00

■場所：麻布地区総合支所　会議室

■出席者：8名（オブザーバー２名）

　盛夏の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

　日頃より港区のまちづくりへご理解・ご協力を賜り感謝申し上げます。

　港区では「六本木三丁目児童遊園周辺地区」の治安の改善を図るとともに、安全・安心な環境整備と

新たなにぎわいの創出を目指し、検討を行っています。

　そこで、去る６月24日に地元の皆様にご意見を伺う「六本木三丁目児童遊園周辺地区整備検討会

（以下、検討会）」の第10回を開催しました。

　本紙では、検討会のご報告と当日いただいた主なご意見をご紹介いたします。

　今後も検討会ニュースにて、整備に向けた検討状況をご報告して参りますので、ご理解・ご協力の程

よろしくお願い申し上げます。

　第10回検討会では、さらに安全・安心な地区の実現に向けた

新たな取組として、AIを活用した防犯カメラシステムについて

ご提案し、たくさんの貴重なご意見をいただきました。当日い

ただいた主なご意見は裏面にてご紹介いたします。

　７月に、AI を活用した防犯カメラシステムの導入に向けた試

行実施として、現地に防犯カメラやマイクを設置して迷惑行為

等を検知する取組を行います。

　次回検討会では、試行実施の結果をご報告するとともに、安

全・安心な地区の実現に向けた取組についてに継続して議論さ

せていただきたいと考えておりますので、引き続きよろしくお

願いいたします。

１ 第10回検討会開催のご報告

開催概要

当日の様子

AIを活用した防犯カメラシステムの運用方法（案）

◆AI を活用した防犯
カメラによる監視 ・
検知

◆検知内容 ・現地対応状況の集約 ・分析 ◆分析結果を踏まえた地域での対策検討

◆防犯カメラの検知に
対する対応の必要性

アラート

分析結果

の活用

現地
対応
指示

検知内容や現地対応状況の集約

◆現地対応指示を踏ま
えた駆け付け等



［TEL］03-5114-8815　［FAX］03-3585-3276
連絡先：港区麻布地区総合支所　まちづくり課　まちづくり係（担当：飯塚・大石）

◎ご質問・ご意見等、随時受付けておりますので、下記までご連絡ください。

２ 当日の主なご意見と事務局からの回答

１．AI 防犯カメラの試行実施について

・防犯カメラの運用にあたっては、事件が起こったことを誰かが見て判断しなければ、警察へ通報できないのではな

いか。警備会社が間に入ることとなるのか。

・警備会社が間に入るのであれば、データの取り扱いの責任の所在を明確にしておかなければならない。

・将来的に警備会社が現場へ駆けつける仕組みを目指すことを考えると、六本木に待機所を構える警備会社に担っ
てもらうことを視野にいれたシステムを想定する必要があるのではないか。今回のAI防犯カメラの実験だけではな

く、実際に何か起きた時の警備体制の実験も必要である。

・ユニバーサルデザイントイレは、犯罪の場として使われてしまう可能性があるため、例えば、AIを活用し、２人以
上でトイレ内へ入ると鍵が閉まらない仕組み等ができないか。ただ、車椅子の場合も２人で入ることとなるため、犯
罪の場合のみにAIが上手く反応するか実験が必要である。

・今回提案のシステムそのものは先駆的で良い。

　➡今回の試行実施は、AI防犯カメラの検知精度等を検証するものです。警備会社との連携については、すでに並行
　して検討しており、次回以降、警備体制等についてもお示します。

２．路上飲酒禁止条例について

・児童遊園内については、児童遊園条例で飲酒行為を取り締まれるが、児童遊園を一歩出たら制御できないのではない

か。そのため、広範囲で規制できる根拠法が必要であるという話をしてきたのではないか。

・渋谷区では、条例改定により通年路上飲酒が禁止となるが、渋谷で路上飲酒ができなくなった代わりに、六本木へ
来る可能性も否定できない。そのような事態にならないように、港区も路上飲酒禁止条例を検討してもらいたい。

児童遊園がオープンする際に条例が出来れば、児童遊園がその取り組みを象徴する場となるだろう。

・渋谷区に次いで、新宿区も路上飲酒禁止条例の運用を開始したところであるが、そこに港区も加えて３区にお

いて路上飲酒を禁止にしたところで不十分である。東京都として条例で路上飲酒を禁止にすべきである。

➡道路は道路交通法、児童遊園は児童遊園条例の両輪で取り締まることが可能と認識しています。しかし、路上飲酒
禁止条例についても検討の余地がないというわけではないありません。ただし、条例をつくり、罰則を設けたのにも
関わらず、徹底されない状況は避けたいと考えております。

３．児童遊園及び公衆トイレの開放時間について

・公衆トイレについて、最初から24時間開放する予定なのか。24時間開放は犯罪を呼ぶようなものである。様子
を見つつ開放時間を長くするということは考えられないのか。また、トイレを24時間使えないと困るという声

は聞いたことがない。誰のための24時間開放か示してほしい。

・そもそも何のために児童遊園を24時間開放するのか。ここまで仰々しい警備までして開放する必要があるのか。

24時間開放する意義や目的をはっきりしておいた方が良い。

・オープン後に、今より劣悪な環境となった場合、もう一度フェンスで囲う考えはあるのか。フェンスはやり方や

デザインによっては素晴らしいものができなくはないかと思う。事件が起きる前に検討してもらいたい。

➡如何に安全安心な環境を整備できるか、新しいことも含めて模索中とご理解いただければと思います。次回は、今
回いただいたご意見に対して、皆さまが納得できる回答をお示ししたいを考えております。皆が自信をもってオープ
ンできるようにするための議論を今後もさせていただければと思います。

４．その他について

・１つ問題が起きたら取返しがつかないため、問題を少なくする努力が必要である。地元で迷惑行為の被害にあわ

れている方に、我々はこのように努力すると説明する責任がある。

・提案するのは良いが、１つ１つの提案に対する問題も提示してもらいたい。

・理想は良いが、住んでいる人には現実もある。理想だけでは納得できないかと思う。


